
世田谷地域ＰＩでいただいたご意見・ご質問について 

 

 

 

 

ご意見・ご質問事項 

 

１．都市計画を変更することの可否（昭和４１年当時のルートの検討内容） 

２．東名ジャンクションを砧公園（または大蔵運動公園）に設置する案の検討 

３．東名高速よりも下にジャンクションランプを設置する検討 

４．料金所の地下への設置の検討 

５．東名以南を含めた模型・景観・環境影響の検討の必要性 

６．計画概念図を踏まえた追加の現地観測の必要性 

７．生活道路の交通への影響と周辺道路整備の計画 

８．大気汚染・騒音・振動・景観等への影響 

９．自動車交通の光化学スモッグへの影響 

１０．換気施設への浄化施設の設置の検討 

１１．降下煤じん１２ｔ／ｋｍ２／月の程度 

１２．世田谷区地質断面図と外環現地調査の地質断面図の相違の理由 

１３．工事の進め方に関する情報 

１４．アンケート実施の是非及びアンケートを行う場合の質問の仕方 

１５．ＰＩ委員の地域ＰＩへの参画の仕方 

１６．議事概要の内容 

１７．開催案内の手法（チラシの配布） 

１８．中央環状及び圏央道が完成した上での外環の必要性 

１９．費用対効果や経済効果算出の前提条件等 

 

（追加でいただいたご意見・ご質問） 

２０．オリンピックと「10 年後完成」の関係 

２１．東名ジャンクション設置に伴うヒートアイランド現象のシミュレーション 

 



１．都市計画を変更することの可否（昭和４１年当時のルートの検討内容） 

都市計画法には都市計画変更の手続きが定められており、合理的な理由がある場合、変更することが

できます。 

外環のルートは、現在都市計画決定されているルートを基本とする考え方を示していますが、これは、

長年権利制限をかけ、現在のルートでいずれは外環ができることを前提に生活がなされており、土地の

買取要望もあること、現在の土地利用の状況、既存の高速道路との接続の構造上、仮に位置を変更した

としても新たな計画位置で同じような影響が生じると考えられることなどを考慮すると、現在の都市計

画のルートを基本とすることが適当と考え、現在のルートを基本としています。 

 なお、昭和 41 年当時のルートの検討内容については、ＰＩ外環沿線協議会で提示・議論しています。

（別添資料参照） 

 

２．東名ジャンクションを砧公園（または大蔵運動公園）に設置する案の検討 

中央ジャンクションから成城学園駅地下付近を大深度で通過し、砧公園（または大蔵運動公園）に東

名ジャンクションを設置した案と現計画案について、道路構造基準との整合や周辺の環境への影響など

について比較検討を行いました。 

砧公園に設置する場合、公園の最も西側に設置した場合でも東京インターチェンジとの間に道路構造

上必要な距離が確保できません。なお、ジャンクションの設置に伴い、バードサンクチュアリを含む大

規模な緑地の改変が伴う等の問題も生じます。 

大蔵運動公園に設置した場合は、大蔵運動公園にある多くの施設の移転が必要になるとともに、仙川

沿いの崖線の改変に伴い、湧水や緑地が消失するなどの問題が生じます。 

 

３．東名高速よりも下にジャンクションランプを設置する検討 

①外環（関越側）から東名（郊外側）への連結路 

当該連結路を東名高速の下を通過させた場合、東名高速をくぐってすぐに多摩堤通りと交差します

が、ランプと多摩堤通りとの道路構造上必要な高さ方向の離隔が確保できません。なお、必要な離隔

分だけ多摩堤通りを堀下げると、野川を渡れない構造になってしまうため、計画概念図では東名高速

の上を通過する計画として、意見を聴いています。 

②東名（都心側）から外環（関越側）への連結路 

当該連結路を東名高速の下を通過させた場合、野川の管理用通路、東名高速、多摩堤通りとの道路

構造上必要な高さ方向の離隔を確保するため、アップダウンの多い構造となり、車両の走行安全性な

どの面で劣るため、計画概念図では東名高速の上を通過する計画として、意見を聴いています。 

なお、この連結路を東名高速の下を通過させる場合、連結路が東名高速の下を通過できる箇所は限

られているため、東名以南で必要となる外環（川崎側）から東名（都心側）への連結路は東名高速の

上を通過することになります。 

 

４．料金所の地下への設置の検討 

計画概念図に示す料金所位置であっても道路構造上必要な高さは確保できているため、蓋をかける構

造とすることも可能ですが、料金所部分は料金収受の環境の観点から、明かり部で設置する計画として

います。 



なお、外環の整備には順調に進んでも１０年以上を要し、その間にはＥＴＣの更なる普及が考えられ、

その普及状況や料金体系によっては、料金所の形態が変わってくることも考えられます。料金所の設計

は事業の後半で検討することとなると考えられ、その段階で、料金所の地下への設置の可否について検

討していくこととなります。 

 

５．東名以南を含めた模型・景観・環境影響の検討の必要性 

東名以南を含めた模型については、現在製作中です。なお、環境への影響については、東名以南にか

かる詳細な調査や検討がなされておらず、現段階で検討することは難しいと考えています。 

 なお、東名以南の計画を検討する際に、環境への影響について検討することになります。 

 

６．計画概念図を踏まえた追加の現地観測の必要性 

 大気質調査の観測地点は、地域を代表する地点として周辺の工場や道路等の影響を受けない地点を選

定しております。 

 東名ジャンクション周辺を代表する地点として、世田谷通りＩＣの有無にかかわらず、「次太夫堀公

園」を選定しました。 

 なお、東名ジャンクション周辺では、四季調査（H16.1、H16.4、H16.7～8、H16.10）において「次太

夫堀公園」のほか、「喜多見小学校」（東名沿道）、「喜多見八丁目公園脇」（世田谷通り沿道）、「砧中学

校」（国分寺崖線の上）でも同時期に観測を行っており、その結果を見ると顕著な差は現れておりませ

ん。 

二酸化窒素（NO2） ppm 浮遊粒子状物質(SPM)  mg/m3  

平均 最大 最小 平均 最大 最小 

次太夫堀公園 0.022 0.042 0.007 0.027 0.075 0.005 

喜多見小学校 0.026 0.043 0.010 0.032 0.073 0.010 

喜多見八丁目公園脇 0.025 0.046 0.007 0.028 0.072 0.005 

砧中学校 0.025 0.047 0.007 0.030 0.081 0.011 

風向・風速は、大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の予測に用います。 

大気質の予測・評価にあたっては、局地的な風向・風速を考慮することは難しく、ジャンクションの

設置される地域として風向・風速がどのような状況にあるのかを観測し、これを予測に用いることとな

ります。現地観測の結果、国分寺崖線の上部（砧中学校）と下部（喜多見小学校）で風向・風速の相関

は高く、ジャンクション地域の気象を現していると考えています。 

なお、換気所からの影響に関しては、換気塔を崖線よりも高く、かつトンネル内の空気を上空高く吹

き上げる計画としていることから、崖線の影響はほとんどないと考えられます。 

したがって、現段階での予測・評価のためには追加の現地観測の必要性はないと考えています。 

 

７．生活道路の交通への影響と周辺道路整備の計画 

現在示している考え方では、世田谷通りのインターチェンジを設置しない案としており、また東名高

速とのジャンクションでは、一般道とのアクセスが無いため、外環に出入りする交通による交通への影

響はジャンクション周辺の地域では生じません。 



外環は、環状道路の機能として、都心に用の無い通過交通を担うことから、整備により都心側の交通

は減少することになります。東京インターチェンジ周辺については、東名以南が整備されれば減少しま

すが、東名以南が無い場合であっても現況と同程度の交通量になると見込まれます。 

なお、生活道路に入り込む交通の対策については、現地の状況を十分把握し、地元住民の意見を聴き

ながら、通過交通の流入や、交通安全、地域の利便性等の観点から、周辺の交通規制、交差点計画等必

要に応じ適切な対策を検討していきます｡ 

分断が生じる幹線道路については、道路の付け替え等の措置により、同等の機能を確保していきます。 

また、分断が生じる生活道路などについては、行き止まりの回避や、幹線道路との接続等について、

細街路の集約化等も考慮しながら、可能な範囲で、その機能を確保していきます。  

検討に際しては、周辺の通学路や生活動線及びバス路線にも配慮し、横断箇所等の確保などについて、

世田谷区とともに、地元住民の意見を聴きながら検討していきます。 

 

８．大気汚染・騒音・振動・景観等への影響 

 外環を整備した場合の大気・騒音・地下水など環境への影響について、「環境への影響と保全対策」

にとりまとめました。 

 

９．自動車交通の光化学スモッグへの影響 

自動車や工場などから排出される窒素酸化物と炭化水素が、太陽の強い紫外線を受けると光化学反応

を起こし、オゾンなどの光化学オキシダントを発生させます。光化学スモッグは、光化学オキシダント

の濃度が高くなった状態をいいます。 

近年、東京都をはじめとする首都圏では、光化学オキシダント濃度が上昇し、高濃度のオキシダント

が出現する頻度が増加する傾向にあります。 

原因としては、日射量などの気象要素の変動、炭化水素組成変化の影響、東アジアなどからの広域移

流などが考えられますが、その原因は明確ではなかったことから、東京都において、「光化学オキシダ

ント対策検討会」を設置し、平成 17 年 2 月に検討結果を以下のとおりとりまとめています。 

① 光化学オキシダント濃度の上昇要因は、気象要素としては、日射量との相関が高い。 

② 原因物質については、窒素酸化物濃度に対して相対的に非メタン炭化水素の濃度の比率が高くな

ると、高濃度オキシダントが出現しやすい。 

最近では、自動車公害対策の進展などにより窒素酸化物の濃度は低下してきたが、非メタン炭化水素の削減がこ

れに追いつかず、平成８年以降、窒素酸化物濃度に対する非メタン炭化水素の濃度の比率が上昇する傾向がみられ、

このことも近年の高濃度オキシダントの出現の一因となっていることが推測される。 

③高濃度の光化学オキシダントの出現日数を効果的に縮小するためには、窒素酸化物濃度の低下に加

え、非メタン炭化水素の濃度を窒素酸化物の低下率以上に低減される必要がある。 

今後の施策として、非メタン炭化水素などの揮発性有機化合物の排出削減について提言がとりまとめ

られたところです。 

 なお、外環の整備による交通円滑化により、東京都市圏全体としては自動車から排出される窒素酸化

物の削減につながると考えています。 

 

 



１０．換気施設への浄化施設の設置の検討 

換気所から排出される排出ガスの地表付近への影響は、換気施設に電気集塵機や脱硝装置を設置しな

い場合でも、上空高く吹き上げ拡散させることなどにより、環境基準と比べて数百分の一以下と予測さ

れ、環境への影響は極めて小さくなります。 

なお、事業の実施に際しては、供用直前の換気所周辺の大気質の環境基準達成状況について十分把握

するとともに、窒素酸化物及び粒子状物質の削減技術の開発の動向を踏まえ、実行可能な範囲で必要に

応じ、最新技術の換気所への適用について検討していくこととしています。 

 

１１．降下煤じん１２ｔ／ｋｍ２／月の程度 

降下煤じんとは、大気中に排出された煤じん（燃料その他の物の燃焼または熱源として電気の使用に

伴い発生するすすや固体粒子）や風により地表から舞い上がった粉じん（物の破砕、選別等の機械的処

理又は鉱石や土砂の堆積に伴い発生し、又は飛散する物質）などのうち、比較的粒径が大きく重いため

に大気中で浮かんでいられずに落下するもの、あるいは雨や雪などに取り込まれて降下する物をいいま

す。(環境省ＨＰ(環境用語集)) 

降下煤じんの量が 12ｔとは、１km2で１ヶ月当たりの降下煤じん量のことです。１㎡当たりに換算す

ると 12g で、１m2で１ヶ月に角砂糖３個分程度の煤じんや土ぼこり等が自然に降下、または雨などに混

じって降下していることになります。 

降下煤じん量は、比較的高い地域で 10t/ km2/月程度です。 

なお、降下煤じんは、工場等からの影響や、周辺の農地やグランドからの土ぼこり等も影響しており、

道路のみの影響で高いというわけではありません。 

一般に道路の供用に伴い降下煤じんや粉じんが問題となることは無く、工事の実施による粉じんにつ

いて、予測します。（予測の結果は「環境への影響と保全対策」参照。） 

環境保全の観点から、粉じんに係る環境保全の目標値は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の

保全が必要な地域の指標を参考とした 20t/㎢/月が目安となると考えています。 

 

１２．世田谷区地質断面図と外環現地調査の地質断面図の相違の理由 

東京外かく環状道路調査事務所作成の地質断面図は、現地調査に加え、多くの既存調査結果（東京都

土木技術研究所で収集している地質データ（約 1,000 本（世田谷周辺では、約 100 本））を考慮し、作

成しています。 

ご指摘いただいた地質断面図について、世田谷区都市整備部に確認したところ、「世田谷区資料「安

心して住めるまちづくりを」は、「砂」の地質記号を修正した際に、「Tag（立川礫層）」と同じと誤解を

受ける地質記号を記載していた。今後、訂正する。」とのことでした。 

東京外かく環状道路調査事務所作成の地質断面図と、世田谷区資料「安心して住めるまちづくり」の

「砂」の地質記号を修正する前」（今後、訂正された後）とは整合しています。 

（別添資料参照） 

 

１３．工事の進め方に関する情報 

 工事の概要や、資材の運搬等の車両数、工事中の環境への影響などについては、「環境への影響と保

全対策」にとりまとめました。 



 

１４．アンケート実施の是非及びアンケートを行う場合の質問の仕方 

現時点ではアンケートの実施は予定していません。アンケートを実施する場合には、公正・中立なも

のとなるよう、専門家等の助言をいただきながら実施する考えです。 

 なお、アンケートは沿線地域の住民の意向を把握する手法の一つと認識していますが、アンケートの

結果が多数意見となっているということで計画の是非を決めて良いというものではないと考えていま

す。 

 

１５．ＰＩ委員の地域ＰＩへの参画の仕方 

 ＰＩ外環沿線会議で議題として取り上げるとともに、各ＰＩ委員に、事前に参加方法等についてご相

談しました。 

 

１６．議事概要の内容 

参加された方で住所を書かれた方に３月３日付でお送りし、特段の修正等がある場合、ご連絡いただ

くようにいたしました。 

 

１７．開催案内の手法（チラシの配布） 

３月期の地域ＰＩに向けて、前回までと同じ範囲にポスティングを実施しています。委託先には漏れ

を極力無くすよう指示をしていますが、敷地内に入ってのポスティングは控えていること、あるいは郵

便受けが見当たらない等の理由で、ポスティングが困難な場合もあることにご理解をいただきたいと思

います。（なお、郵送については、費用の関係から適切な手法ではないと考えています。） 

３月期の地域ＰＩにあたっても、これまでと同様ポスティング以外に、ジャーナルへの掲載、区報へ

の掲載、自治会への協力依頼を行っています。 

 

１８．中央環状及び圏央道が完成した上での外環の必要性 

国土交通省では、都市の骨格を形成するとともに、交通渋滞の緩和を図り、良好な生活空間を創造す

るため、全国の大都市圏において、環状道路の整備を重点的に進めています。 

首都圏では、首都高速道路中央環状線、東京外かく環状道路（外環）、首都圏中央連絡自動車道（圏

央道）の３つの環状道路の整備を進めています。 

このうち、首都高速道路中央環状線は、渋谷、新宿、池袋の副都心を結ぶ都市内道路として主に機能

する道路です。圏央道は、神奈川・埼玉・千葉を広域的に連絡するとともに首都圏を通過する交通を排

除する環状道路として機能する道路です。外環が主に担う、横浜・川崎と埼玉南部以北等の需要を担う

ものではありません。このように、３環状道路はそれぞれ相互に補完関係にあるものだと考えています。 

外環の経済効果や交通量の検討に当たっては、圏央道や中央環状線が完成していることを前提に、外

環の有無で効果や交通量を算出しています。 

 

１９．費用対効果や経済効果算出の前提条件等 

費用便益分析は、「道路事業・街路事業の費用便益分析マニュアル」（平成１５年 国土交通省道路局・

都市・地域整備局）に基づき、一般道を含む全道路事業共通の手法で計算するものです。このマニュア



ルは、道路事業評価手法検討委員会等で検討されており、ホームページ等で公開されています。 

外環の費用便益分析の仮定等は、「東京外かく環状道路の計画に関する技術専門委員会」で審議して

おり、資料はホームページで公開されています。この中では、計算の仮定条件を示すとともに、計算の

仮定条件を変えた場合の経済効果等についても検討しています。 

 

２０．オリンピックと「10 年後完成」の関係 

 東京都は、「オリンピックにあわせ 10 年後完成」と説明したことはありません。 

 東京都としては従前から、首都圏の交通円滑化、環境改善などから外環の早期整備が必要であると考

えており、幅広く意見を聞きながら、早期に計画の具体化を図っていきたいと考えています。 

 

２１．東名ジャンクション設置に伴うヒートアイランド現象のシミュレーション 

ヒートアイランド現象は、都市部の地表面の熱収支が、道路舗装や建築物などの増加や冷暖房などの

人工排熱の増加により変化し、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象のことです。 

 ヒートアイランド対策として、ヒートアイランド対策大綱（別添資料参照）が策定されています。こ

の中で、ヒートアイランド対策として、①人工排熱の低減(三大都市圏環状道路整備等交通円滑化によ

る渋滞削減など)、②地表面被覆の改善、③都市形態の改善、④ライフスタイルの改善等が挙げられて

います。 

 外環の整備により交通円滑化が図られ、東京全体としてはヒートアイランドの緩和に資すると考えて

います。 

ご指摘の、ジャンクション周辺でのヒートアイランドの予測については、ヒートアイランドはジャン

クション部等の局所的に生じる現象ではなく、都市構造や地形の影響で一帯の気象が影響して生じると

考えられます。 

現時点では、外環の有無や道路構造物の影響によるヒートアイランドの予測はできませんが、東名ジ

ャンクションの国分寺崖線の高さ程度の高架構造物によりヒートアイランド現象を引き起こすことは

ないと考えています。 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して住めるまちづくりを （H17.3 世田谷区） P47 抜粋 

拡 大 
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転記ミスで「Tag」と同じような凡例を記載している。  

「砂」と同じ凡例が正しい。 

世 田 谷 区 資 料 



 

 

 

外環調査事務所資料（オープンハウスパネル）



ヒートアイランド対策大綱 

第１回 対策の進捗状況の点検結果について 

 

ヒートアイランド対策関係府省連絡会議 

 

１．はじめに 

 ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象で

あり、近年都市に特有の環境問題として注目を集めている。 

 ヒートアイランド対策に関する国、地方公共団体、事業者、住民等の取組を適切に推進

するため、基本方針を示すとともに、実施すべき具体の対策を体系的に取りまとめた「ヒ

ートアイランド対策大綱」を、平成 16 年３月、ヒートアイランド対策関係府省連絡会議に

おいて策定した。 

 

２．ヒートアイランド対策大綱 

 大綱においては、 

・ 人工排熱の低減 

・ 地表面被覆の改善 

・ 都市形態の改善 

・ ライフスタイルの改善 

の４つを対策の柱とし、さらに 

・ 観測・監視体制の強化及び調査研究の推進 

を加えた上記５つを掲げて対策の推進を図ることとしている。 

 

３．対策の進捗状況の点検 

 ヒートアイランド対策大綱においては、「対策の進捗状況等の点検を、毎年実施する。」

こととされている。そこで、大綱策定後１年を経て関係府省においては、大綱に盛り込ま

れた施策、及び平成 16 年度にヒートアイランド対策として進捗のあった施策について、各

府省で自主的に点検を行った。 

 



４．点検結果 

点検結果の概要については下記のとおりである。 

 

・ 点検された施策数  １２０施策（重複を含む） 

 

【人工排熱の低減】 

 エネルギー消費機器等の高効率化においては、信号灯器の LED 化、省エネルギー設備の

導入支援、住宅用放熱部材の開発などを進めるとともに、省エネルギー・新エネルギーに

関するビジョン策定、エネルギー使用合理化設備導入促進表示制度、販売事業者の取組の

情報提供事業などソフト面での取組も進めている。また、トップランナー方式においては、

エアコンディショナー（４ｋＷ以下）が平成１６年度の省エネルギー目標を達成するとと

もに、新たに２機器における対象を拡大するなど着実に推進した。 

 住宅・建築物においては、環境共生住宅市街地モデル事業、先導型再開発緊急促進事業、

をはじめとした省エネルギー設備等への支援、省エネルギー性能等の優れた住宅について

証券化ローンの金利優遇や ESCO 事業の活用推進により省エネルギー住宅や設備・システム

の普及促進などによる対策を着実に実施するとともに、各対策技術の導入を促進するため

平成１７年度より環の匠住宅整備事業、業務部門二酸化炭素削減モデル事業等に着手して

いる。また、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省エネ法）の改正により、

これまで一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に義務付けていた省エネ措置の

届出を、大規模修繕等の際にも義務付けるとともに、一定規模以上の住宅についても非住

宅建築物と同様に省エネ措置の届出を義務付けることを予定している。 

低公害車の普及においては、低公害車普及促進対策費補助などによる支援のほか、自動

車税・自動車取得税に関する優遇措置を行うこと等により、低公害車の保有台数が平成 17

年３月末時点で約 968 万台となっている。 

交通流対策においては、高度交通情報通信システム(VICS)の整備、信号機や交通管制シ

ステムの高度化、環状道路等の整備等による円滑化対策に加え、公共交通機関網や公共車

両優先システム(PTPS)の整備等によるバス利用促進等総合対策事業など公共交通機関の利

用促進による交通需要マネジメント(TDM)を推進した。また、省エネ法の改正により、一定

規模以上の貨物運送事業者、荷主、旅客運送事業者に対して省エネ対策を求めること等の

制度化を予定している。 

未利用エネルギーの利用促進においては、地域冷暖房や下水熱の有効利用や再生可能エ

ネルギーの導入促進に関する施策を推進した他、熱のカスケード利用等を考慮した効率的

なエネルギー利用システムのモデル事業調査を行った。 

 



【地表面被覆の改善】 

 建築物等の敷地における緑化等の推進の観点から、都市緑地保全法の改正（都市緑地法

と名称変更）によって敷地内で一定の緑化率を義務づける緑化地域制度の創設やその場合

の固定資産税の課税標準の優遇措置など制度面での整備を図った。また、民間建築物等に

ついては、エコビル整備事業、優良建築物整備事業、市街地再開発整備事業、住宅市街地

総合整備事業など、また、公共建築物等については、エコスクールのパイロット・モデル

事業、屋外教育環境整備事業、グリーン庁舎の整備などにより、屋上・壁面を含めた建築

物等の緑化を推進した。また学校エコ改修と環境教育事業の一体的な推進について、平成

１７年度からの事業実施のためフィージビリティスタディを行った。 

さらに、都市域におけるより一層の緑地の確保の観点から、都市公園の整備を引き続き

推進するとともに、都市公園法の改正等による立体公園制度の創設や借地公園制度の充実

などを行った。さらに、下水処理場、河川・砂防、道路、港湾などにおいて緑地、植樹帯

などの整備を推進した。 

 水の活用としては、雨水貯留浸透施設の設置の他、下水処理水のせせらぎ水路への再利

用や路面散水への活用を進めた。また、道路の路面温度を低下させる舗装である保水性舗

装・遮熱性舗装などについては、平成１７年度より沿道環境改善事業の対象に追加した。 

 

【都市形態の改善】 

 都市における緑地の保全を図る観点から、都市緑地保全法の改正（都市緑地法に名称変

更）等により、都市近郊の広域的な緑地を緩やかな規制で保全する緑地保全地域制度を創

設するとともに、管理協定制度の対象を緑地保全地域、首都圏及び近畿圏の近緑地保全区

域に拡充した。また、緑地や水面からの風の通り道を確保する等の観点から、公園、河川、

道路等の事業間連携を引き続き推進するとともに、多様な手法による緑とオープンスペー

スの確保を総合的に支援する緑地環境整備総合支援事業の創設や下水道事業による都市の

水・緑環境の整備など、水や緑のネットワーク形成に関する施策の推進を図った。 

 また、「環境負荷の小さな都市の構築に向けた都市計画運用指針」の活用により、引き続

き環境負荷の小さな都市に向けた都市計画の運用を推進した。 

 

【ライフスタイルの改善】 

 パンフレットやホームページ等各種媒体やシンポジウムの開催により、新エネルギー・

省エネルギー・ヒートアイランド対策に関する広報活動を実施し、ライフスタイルの改善

に向けた取組を推進した。さらに平成１７年度においては国民のライフスタイル・ワーク

スタイルの変革と省エネ機器等の普及拡大等を図るため、地球温暖化防止のための国民運

動」（愛称：チーム・マイナス６％）を官民一体となって推進する。また、自動車の効率的



な利用に向けては、パンフレット等各種媒体やシンポジウムの開催による普及啓発活動の

ほか、平成 17 年より地方公共団体等の公営バスの燃費改善に関する取組に対して補助を行

うことにより、エコドライブを推進する。 

 

【観測・監視体制の強化及び調査研究の推進】 

 ヒートアイランド現象の実態の把握や、メカニズム等の研究に資するため、人工衛星に

よる地表面被覆の状態把握や、宅地利用動向調査による詳細な土地利用データの整備等を

推進した。さらに、都市気候モデルによる解析結果として、平成１６年度の夏のヒートア

イランド現象の状況を「ヒートアイランド監視報告（平成１６年夏季・関東地方）」として

公表した。 

また、上記データ等を活用しヒートアイランド現象の原因やメカニズムを解明する調査

研究を引き続き実施するとともに、ヒートアイランド現象による人やエネルギー消費など

の環境影響に関する調査を実施した。 

さらに、計画的な施策展開に向けて、水の活用、緑化の推進、排熱処理システムの検討、

効果の定量化に関する研究など多方面からの研究を進めた。特に建築物については、環境

性能を定量的に評価するシステム「建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）」を開発・

公表するともに、個別建築物で配慮を行うための「ヒートアイランド現象緩和のための建

築設計ガイドライン」を策定した。また、様々なヒートアイランド対策を総合的に評価す

るシステムの開発するためのプロジェクトに着手した。 

 

上記について、それぞれの施策の進捗状況の概略については、集計表に取りまとめられ

ているとおり。また、個々の施策概要や進捗状況の詳細については個票のとおり。 

 

【その他の動向】 

平成16年12月には都市再生プロジェクト「都市再生事業を通じた地球温暖化対策・ヒー

トアイランド対策の展開」が都市再生本部決定され、モデル的取組を推進・支援すること

等が決定された。同決定をふまえ、平成17年４月には、「まちづくり施策と併せて、地球温

暖化・ヒートアイランドの改善に資する環境・エネルギー対策等を、一体的・集中的に投

入することで最大の効果を図る」ことを目的として、全国１０都市・１３地域の「地球温

暖化対策・ヒートアイランド対策モデル地域」が選定された。 

 また、地球温暖化対策関係の動向としては、平成17年４月に京都議定書の６％削減約束

の確実な達成と、地球規模での温室効果ガスの長期的・継続的な排出削減のため、京都議

定書目標達成計画が策定された。目標達成計画においても、省CO2の観点から「緑化等ヒー

トアイランド対策による熱環境改善を通じた省CO2化」が対策として位置づけられた。さら



には、平成17年4月28日閣僚懇談会申合せにおいて「夏季の軽装について」政府全体として

夏季の軽装を促すこととされた。 

  

５．終わりに 

 大綱に示された施策はヒートアイランド対策全般に渡って施策の進展が見られた。平成

１６年度は、地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しの年にあたり、特に、人工排熱の削

減に関する施策は、直接的に地球温暖化対策と重複するため、様々な新たな展開が見られ

た。 

 ヒートアイランド現象は、メカニズムの解明や温度上昇が与える環境負荷等について研

究途上にあり、対策の評価方法の確立が課題となっている。今後も、地球温暖化対策とあ

わせて、より一層のヒートアイランド対策の推進とともに、メカニズムの解明や環境影響

の把握等をはじめとする調査研究の進展が期待される。 

 

 



  

 降下煤じんの観測 

観測機器の設置（喜多見小学校） 

粉じん等捕集器 

（捕集高：地上
3.0m） 

捕集の状況（他の調査事
例から抜粋） 

粉じん等とは、大気中
から雨水とともに、あ
るいは単独で降りてき
た「ちり」や「ほこり」な
どです。 

◆粉じん等について 
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